
個人通報と緊急アピール 
ワーキンググループは、自由の剥奪が恣意的であるか否か決める基準を採用してきた（フ

ァクトシート No.26 参照）。ワーキンググループの注意を喚起するために恣意的拘禁と申し

たてられたケースに関し、当該政府内容を明らかにしあり注意を喚起するために当該政府

に緊急アピールを送ったり情報交換したりすることで得た情報に基づきワーキンググルー

プは、行動する。ワーキンググループはまた個人通報も検討する。これは個人通報を検討

する任務を明確にした条約を根拠としない唯一のメカニズムである。このことは世界のい

かなる場所においても個人の通報の権利に基づいてワーキンググループは行動するという

ことを意味する。以下の手続きがワーキンググループの従う主な手続きである。 
Ⅰ 個別ケースの捜査 
ワーキンググループは、政府または多国籍組織による恣意的拘禁の申し立てケースから人

権を保護するための、当該個人、その家族、彼らの代理人または NGO から直接送られてき

た通報による情報に基づき行動する。 
通報は、外交ルートを通して当該政府に送られ、60 日以内に、事実に関してと適用可能な

法律そして命令された場合のいかなる調査の結果とその過程に関しての両方について、コ

メントそして申し立てへの見解を提供するよう当該政府に要請する。 
政府からのワーキンググループへの回答は最終的コメントと見解のために通報者へと伝え

られる。 
ワーキンググループのやり方に従えば、ケースが以下のカテゴリーの一つにでも当てはま

れば、自由の剥奪は恣意的となる。 
A)自由の剥奪を正当化するいかなる法的根拠も明白にない場合（刑期満了後あるいは恩赦

の適用がなされているにもかかわらず拘禁が継続しているときなど）（カテゴリー１） 
B)世界人権宣言７条，１３条，１４条，１８条，１９条､１０及び２１条に保障された自由

と権利の行使の結果自由を剥奪されたとき｡国連自由権規約を批准している締約国が当該

政府の場合は、自由権規約 12 条, 18 条, 19 条, 21 条, 22 条, 25 条, 26 条と 27 条に保障され

た自由と権利の行使の結果自由を剥奪されたとき（カテゴリーⅡ） 
C) 国連人権宣言及び当該国家が受け入れている関連する国際法において詳細に説明され

ている公正な裁判の権利に関しての国際的基準を全般的にあるいは部分的に守っておらず、

自由の剥奪という重大な結果をもたらしているのであればそれは恣意的拘禁である（カテ

ゴリーⅢ） 
D)難民申請者、移民、あるいは難民が、行政的司法的審査あるいは救済なしに行政的拘禁

を長期にわたり強いられているとき（カテゴリーⅣ） 
E)生まれ、国籍、民族あるいは社会的身分、言語、宗教、経済条件、政治的あるいはほか

の意見、性、性的指向、または障害あるいはほかの条件をもととした差別を理由として、

自由の剥奪が、国際法違反を構成するならば、そして自由の剥奪が人権の平等を無視する

目的あるいは効果をもたらしうるものである時（カテゴリーⅤ） 



この対審手続きの下で集められた情報をもとに、ワーキンググループは非公開の会議で次

の方策の一つを採用する 
(a) いかなる理由であれすでに釈放された場合、ワーキンググループのケースに関しての

権限に従ってケースは記録される。しかしながらワーキンググループは当該が釈放されて

いるにもかかわらず拘禁が恣意的であるか否かについてケースバイケースにより、意見を

発表する権利を維持し続ける。 
(b) ワーキンググループがケースは恣意的拘禁の一つではないと判断した場合は、その結

果を意見として発表しなければならない 
(c) ワーキンググループが、政府や通報者から更なる情報が必要であると判断した場合は、

情報が得られるまでケースはペンディングされる。 
(d)ワーキンググループが十分な情報をケースに関して得られないと判断した場合はケース

は暫定的にあるいは最終的にファイル記録される。 
(e)ワーキンググループが、自由の剥奪について恣意的本質が確立していると決定したなら、

政府に対してその結論の意見を出しそして勧告を行わなければならない。 
意見は勧告とともに政府に送られる。告知の二週間後には意見は情報提供した通報者にも

送られる 
ワーキンググループの定められた報告スケジュールに基づき国連人権理事会へなされる年

次報告書の付録として、意見は公表される。（改正作業手順参照） 
Ⅱ 緊急アピール 
ワーキンググループは、申し立てられた侵害が時間の問題として死をもたらしかねないあ

るいは生命の危機に瀕した状況であったり、また、被害者に非常に深刻な差し迫った継続

したダメージをもたらす性格のものであったりということ、そして恣意的拘禁下にあると

いう十分に信頼できる申し立てがあるばあいにとられる、「緊急行動」手続きを開発してき

た。また上記の条件以外でも例外的なケースではワーキンググループがこうした緊急アピ

ールが正当であると考えたときにも、緊急行動手続きが取られる場合がある。そうした場

合、緊急アピールが当該政府に外交ルートを通して送られ、政府が拘禁下にある人が、恣

意的自由の剥奪がされないこと、そして独立した公正な審査機関が、生命の権利と同時に

身体的精神的インテグリティが尊重されるために公正な手続きをとること、これらを確保

するために適切な方策をとらねばならないことを求める。こうした文書を出す際に、ワー

キンググループは人道的な根拠に基づくいかなる緊急アピールもワーキンググループが自

由の剥奪が恣意的であるか否かについての最終的評価をしているのではないということを

強調する。ただしワーキンググループが既に自由の剥奪が恣意的なものであると決定して

いる場合はこの限りではない。 
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